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島本町障害者等移動支援事業実施要綱 

 

（平成１８年１０月 １日） 

最近改正 令和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

 

（目的） 

第１条 移動支援事業（以下「事業」という。）は、屋外での移動が困難な障害者等

について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参

加を促すことを目的とする。 

（対象者） 

第２条 この事業の対象者は、町内に住所を有する者及び本町が援護の実施者となる

者で、外出時に移動の支援が必要な次に掲げる障害者等（１８歳未満の児童を含

む。）とする。 

⑴ 全身性障害者等 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条に

規定する身体障害者手帳の交付を受けている者又は障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条に

規定する疾病による障害がある者であって、重度の肢体不自由又は内部障害等に

より外出時に常時車いすを使用するもの 

⑵ 知的障害者 判定機関により知的障害と判定された者 

⑶ 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第５条に規定する精神障害者（医師により発達障害者支援法（平成１６

年法律第１６７号）第２条第２項に規定する発達障害と診断された者を含む。） 

⑷ その他町長が特に必要と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、介護保険法（平成９年法律第１２３号）又は障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３

号）に基づく他のサービスにより、本事業と同様の支援が受けられる者は、原則と

して対象者から除く。 

（事業内容） 

第３条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出（通勤、

営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当

でない外出を除き、原則として１日の範囲内で用務を終えるものに限る。）の際の

移動を支援する。 

（サービスを提供する者） 

第４条 この事業を行う事業者は、島本町に登録した登録地域生活支援事業者（以下

「事業者」という。）とする。 

（支給決定の申請等） 

第５条 移動支援に要する費用（以下「移動支援給付費等」という。）の支給の申請

をしようとする障害者又は障害児の保護者（以下「障害者等」という。）は、地域

生活支援事業費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請 （様式第 1 号）を

町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、移動支援給付費等の支給を決定したときは、地域生活支援事業費等支給

決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書（様式第２号）により当該障害

者等（以下「支給決定障害者等」という。）に通知しなければならない。 

３ 町長は、移動支援給付費等の支給を行わないことを決定したときは、地域生活支

援事業費不支給（却下）決定通知書（様式第３号）により当該申請者に通知しなけ
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ればならない。 

（地域生活支援事業受給者証） 

第６条 町長は、移動支援給付費等の支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者

等に対して、支給量その他の事項を記載した地域生活支援事業受給者証（以下「受

給者証」という。）（様式第４号）を交付しなければならない。 

（支給決定の変更の申請等） 

第７条 移動支援給付費等の支給決定の変更を申請しようとする支給決定障害者等

は、地域生活支援事業費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書（様

式第５号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請又は職権により支給決定を変更したときは、地域生活支援事

業費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書（様式第６号）

により支給決定障害者等に通知しなければならない。 

３ 町長は、移動支援給付費等の支給決定を変更しないことを決定したときは、地域

生活支援事業費等支給決定変更兼利用者負担額減額・免除等変更却下通知書（様式

第７号）により当該支給決定障害者等に通知しなければならない。 

（支給決定の取消しの通知） 

第８条 移動支援給付費等の支給決定の取消しは、地域生活支援事業費等支給決定取

消通知書（様式第８号）により行うものとする。 

（申請内容の変更の届け出） 

第９条 移動支援給付費等の支給決定申請内容の変更の届出は、地域生活支援事業費

等支給申請内容変更届出書（様式第９号）により行わなければならない。 

（地域生活支援事業受給者証の再交付申請） 

第１０条 地域生活支援事業受給者証の再交付の申請は、地域生活支援事業受給者証

再交付申請書（様式１０号）により行わなければならない。 

（支給量） 

第１１条 移動支援の支給量は、３０分単位の月当たりの時間数で決定する。 

（支給決定の有効期間） 

第１２条 支給決定の有効期間は、支給決定を行った日から、町長が認める日までと

する。 

（請求） 

第１３条 支給決定障害者等が事業者に支払うべき移動支援に要した費用について、

移動支援給付費等として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当

該支給決定障害者等に代わり、当該事業者に支払うことができる。 

２ 事業者は、当該移動支援に要した費用について、利用者負担額を除き、サービス

を提供した月の翌月１０日までに地域生活支援事業給付費請求書（様式第１１号）

により町長に請求するものとする。 

３ 前項の規定による請求には、地域生活支援事業給付費明細書（様式第１２号）及

び地域生活支援事業サービス提供実績記録票（移動支援事業）（様式第１３号。以

下「記録票」という。）を添付するものとする。 

４ 事業者は、サービス提供の都度、利用時間等の実績を記録し、第２項の請求に際

しては、事前に、支給決定障害者等に記録票を提示して、利用日時及び回数、外出

先、利用者負担額等の内容について、記録票の利用者確認欄への支給決定障害者等

の署名又は押印により確認を受けるとともに、利用実績に応じた利用者負担額を支

給決定障害者等から徴収しなければならない。 
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（支払） 

第１４条 町長は、事業者から前条第２項の規定による移動支援給付費等の請求があ

ったときは、審査の上、支払うものとする。ただし、同条の規定の違反を含む不正

又は不適切な請求と認めた場合には、町長は、移動支援給付費等を支払わず、又は

支給額の全部若しくは一部の返還を事業者に請求するものとする。 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の島本町障害者等移動支援事業実施要綱の規定は、令和７年４月以降の月

分のサービス提供について適用し、同年３月以前の月分のサービス提供については、

なお従前の例による。 

 


